
農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて（平成２８年４月１日以降） 

 

１ 農地改良の定義 

 「農地改良」とは、土地所有者または耕作者が農地の保全または利用の増進

といった農業経営の改善を目的として、農地改良する農地以外から土を搬入し

て盛土または掘削等を行うことにより、農地の形質を変更する行為をいいます。 

 

２ 農地改良に使用する土 

 農地改良に当たっては、農作物の生育に適した土を用いてください。 

 

３ 農地転用許可等の判断基準 

 次の（１）から（３）のすべてに該当する場合には農地改良とし、該当しな

い項目がある場合には、農地法第４条第１項または第５条第１項の規定に基づ

く一時転用許可が必要になります。 

（１）農地改良により農地が耕作の用に供されない期間が６ヶ月以内であるこ

と。 

（２）盛土または掘削の対象となる農地の面積が３，０００㎡未満（搬入路に

係る面積を含む。）であること。 

（３）盛土の高さまたは掘削の深さが１ｍ以内であって、農地改良後は農地改

良実施地に接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること。

なお、道路との段差は原則として３０ｃｍ以内とする。 

 

４ 手続き 

 那須町内にある農地において農地改良を行おうとする場合、その土地所有者

等は、那須町農業委員会に対し、事業実施の１ヶ月前までに事前協議書（様式

第１号）を提出してください。 

 なお、耕作者がいる場合には耕作者の同意（様式第２号）、耕作者が事前協議

を行う際には土地所有者の同意（様式第３号）が必要となります。 

 農業委員会では、事前協議書の提出を受けた後、農地転用許可申請の要否に

ついて土地所有者等に対して通知（様式第４号）します。 

 農地転用許可申請が不要とされた場合、協議にしたがって農地改良に着手す

るとともに、農地改良完了後に農地改良完了届（様式第５号）を速やかに提出

してください。 

農地転用許可申請が必要とされた場合（農地改良と認められない場合）、農地

法第４条第１項または第５条第１項の規定に基づく一時転用許可申請書を提出

してください。 

 

５ その他 

 土砂等の搬入については、関係法令がありますので、那須町環境課に確認し

てください。 


